
災害時の放送に関する協定 
 
（協定の趣旨）  
第１条 この協定は、大地震等の災害に関し、防災対策又は応急対策の実施上必要

がある場合に、山形県知事（以下「甲」という。）が、株式会社ケーブルテレビ

山形（以下「乙」という。）に放送の依頼をするときの手続きを定めるものとす

る。  
（放送の依頼等）  
第２条 甲は、災害の発生の防止又は応急対策を実施するうえで、放送以外に有効

な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し放送の依頼をするものとする。 
２ 乙は、甲に対し、前項の放送に必要な資料の提供を要求することができる。  
（依頼の手続き）  
第３条 甲は、乙に対し、次の事項を明らかにして放送の依頼をするものとする。  
（１）放送依頼の理由  
（２）放送の内容  
（３）希望する放送の日時  
（４）その他必要な事項  
（放送の実施）  
第 4 条 乙は甲から依頼された事項に関し、自主的判断に基づき、形式、内容、時  
刻及び放送系統を決定して放送するものとする。  

（連絡責任者等）  
第５条 第３条に掲げる放送依頼の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者

を置くものとする。  
２ 連絡責任者は、必要に応じ連絡会議をもつものとする。  
３ 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理者の出席を認めるものとす

る。  
４ 連絡責任者を置いた場合及び変更のあった場合には、その都度連絡するものと

する。  
（雑則）  
第６条 この協定に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。  
第７条 この協定は、平成１８年９月６日から適用する。  
 

平成１８年９月６日  
 

甲 山形市松波二丁目８－１  
山  形  県  知  事   齋 藤  弘  

 
 
乙 山形市あこや町一丁目２－４  

株式会社ケーブルテレビ山形  
代表取締役社長   中村 松太郎  

 


